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   今回のテ－マは、年末調整の変更点と平成２５年 1 月 1 日から開始する

復興特別所得税です。 

  年末調整については、生命保険料控除の限度額計算が変更になりました。 

復興特別所得税については、平成２５年 1 月 1 日から支払われる給与及び

報酬等について適用されますので、計算の誤りがないよう注意が必要です。 

ご不明な点や疑問点につきましては、何なりと各担当者にご確認下さい。  
 

Ⅰ．年末調整の変更点        
１． 生命保険料控除の変更 
次の①から③までにより計算した 

「一般」「年金」「介護」の合計の  

限度額が１２万円とされました。 
①平成２４年１月１日以後の契約分 

あらたに「介護医療保険料控除」が

創設され、新契約は「一般」「年金」

「介護」で、それぞれの限度額は  

４万円です。 
 

新契約の計算方式 
 
 
 
 
 
 
 
②平成２３年１２月３１日以前の契約分 

旧 契 約 は 「 一 般 」 「 年 金 」 で 、    

それぞれの限度額は５万円です。 
 

旧契約の計算方式 

 

 
③①と②の両方の契約がある場合 
 「一般」「年金」それぞれの控除額

は①の計算方式または②の計算方式

により計算した金額の合計額とされ

ました。 
「一般」「年金」それぞれの限度額

は４万円です。 
ただし、②の旧契約のみで４万円を

超える場合には、②で計算した金額

で、５万円が限度額です。  
 
Ⅱ．復興特別所得税       
１． 趣 旨  

東日本大震災からの復興のために、 

必要な財源を確保するため、復興  
特別所得税が創設されました。 

 
２． 開始日  

平成２５年１月１日から平成４９年

１２月３１日までの２５年間に生じ

る所得について課されます。 
 
３． 税率及び計算方法  

復興特別所得税の税率は所得税額の

２.１％です。 
復興特別所得税額は所得税額と併せ

て納付することになります。 
 

支払保険料等の金額 控 除 額 

25,000 円以下 保険料の全額 

25,001 円から 50,000 円まで 保険料×1/2＋12,500 円

50,001 円から 100,000 円まで 保険料×1/4＋25,000 円

100,001 円以上 50,000 円 

支払保険料等の金額 控 除 額 

20,000 円以下 保険料の全額 

20,001 円から 40,000 円まで 保険料×1/2＋10,000 円

40,001 円から 80,000 円まで 保険料×1/4＋20,000 円

80,001 円以上 40,000 円 
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支払金額×合計税率(※) 
＝所得税額及び復興特別所得税額 
(※)所得税率×１０２.１％ 

 

所得税率に応じた合計税率の例 

  
４． 給与の源泉徴収方法 

平成２５年１月１日以後に支払う給

与については、「平成２５年分源泉

徴収税額表」により計算して下さい。 
源泉徴収した復興特別所得税額は、

所得税額と一緒に合計額を１枚の 

納付書により納付します。 
納付書も変更になりますので、以前

の納付書は使用しないでください。 
 

５． 利息及び配当金源泉徴収額 
利息及び配当金から徴収される源泉

所得税等 
＜利 息＞ 
(源泉所得税等)１５％→１５.３１５％ 

 (住 民 税) ５％→５％ 
＜配当金＞ 
(源泉所得税等) ７％→７.１４７％ 

 (住 民 税) ３％→３％ 
 
６． 報酬の源泉徴収方法 
①通常計算 

＜１００万円以下の場合＞ 
例：支払金額１０万円 

(源泉所得税１０％) 
 

１０万円×１０.２１％(合計税率) 
=１０,２１０円  

 

＜１００万円超の場合＞ 
１００万円を超える部分について 

源泉所得税を２０％で計算します。 
例：支払金額１１０万円 

(１００万円×１０.２１％)＋ 
(１０万円×２０.４２％) 
＝１２２,５２０円 
１００万円を超える部分についは 

所得税額と復興特別所得税額併せて

２０.４２％になります。 
 

(注意点)１円未満の端数を切り捨てた 

金額を源泉徴収します。 
 

②手取額から計算（グロスアップ方式） 
例：手取額１０万円の場合 

支払金額の計算 
１０万円÷(１００－１０.２１)％
＝１１１,３７０円 

  所得税及び復興特別所得税の計算 
  １１１３７０円×１０.２１％ 
  ＝１１,３７０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

協 和 監 査 法 人 税理士法人 協和会計事務所 株式会社協和ビジネスコンサルティング

金融商品取引法､会社法､学校法人､

公益法人､労働組合等の監査業務を

始め、株式公開支援、各種調査など

－企業経営に関するビジネスアドバ

イザリーサービスを提供します。 

税務・会計のスペシャリストとし

て、法人・個人のクライアントに

対する各種税務申告、タックス・

マネジメント、経営分析、事業承

継対策等をサポートします。 

証票書類の整理、仕訳データの入

力、試算表・各種元帳の作成等の

会計業務全般、給与計算、財産保

全業務等をフォローします。 
”経理部丸ごと引受けもＯＫ！”

 

所得税率％ 5 7 10 15

合計税率(%)  5.105 7.147 10.21 15.315

所得税率(%) 16 18 20   

合計税率(%)  16.336 18.378 20.42   

 

手取額から計算した場合の例 

手取額 支払金額 源泉税等 

 １万円  １１,１３７円  １,１３７円 

 ３万円  ３３,４１１円  ３,４１１円 

 ５万円  ５５,６８５円  ５,６８５円 

 ７万円  ７７,９５９円  ７,９５９円 

１０万円 １１１,３７０円 １１,３７０円 

２０万円 ２２２,７４１円 ２２,７４１円 

３０万円 ３３４,１１２円 ３４,１１２円 

５０万円 ５５６,８５４円 ５６,８５４円 


